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第24期 第21回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和4年3月25日（金）15時00分、第21回北広島市農業委員会総会を北広島市役所5階議場に

招集する。 

 

１  議事日程 

日程第1  議事録署名委員の指名 

日程第2  会期の決定 

日程第3  報告第1号  賃貸借の合意解約について 

日程第4   議案第1号  農用地利用集積計画の決定について 

日程第5   議案第2号  農業委員会規定の一部改正について 

日程第6   その他 諸報告 

 

２ 応招委員  1番 茶木 義行 委員  3番 佐藤 芳之介 委員  4番 佐々木 珠惠 委員 

２ 応招委員  6番 塚本 能信 委員  7番 三戸  修 委員 

 

３ 農地利用最適化推進委員出席者  阿部 知博 委員  坂本 勝則 委員 田村 智幸 委員  

山田 智美 委員 森越 信幸 委員 

 

４ 欠席委員  2番 宮北  輝 委員  5番 安宅 一夫 委員  

 

５ 事務局出席者  事務局長 及川 浩司  事務局次長 遠藤 智  主査  武山 伍織 

５ 事務局出席者  主査   土居 裕之  主事  門間 亮太   主事  伊藤 雄真 

４ 事務局出席者   

 

（開会宣言  15時00分） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

佐々木委員 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

 

 

茶木職務代理 

 

 

茶木職務代理 

 

 

茶木職務代理 

 

 

議 長 

 

 

＜日程第1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第14条

の規定により3番 佐藤委員、4番 佐々木委員、以上2名を指名いたします。 

 

＜日程第2：「会期の決定」＞ 

日程第2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和4年3月25

日、本日1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日1日と決しました｡ 

 

＜日程第3：報告第1号「賃貸借の合意解約について」＞ 

報告第1号「賃貸借の合意解約について」を議題といたします。事務局から、報告案件の

朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。佐々木委員どうぞ。 

この合意解約は解約後どうするのか、それと、解約した理由は高齢化でしょうか。 

1つ目の質問にお答えいたします。この後、議案第1号で説明がありますが、○○○○○

○○○○○が公社を通して借りる予定となってございます。2つ目の質問にお答えいたしま

す。○○○○○○の解約理由につきまして、解約地は牧草ですが、牛の数も多くないという

事もあり、牧草を必要としていないということがございます。また、高齢化に伴う体力的な

問題も多少はあるかと思いますが、○○○○○○ｐは他にも賃貸している農地があり、ここ

については解約するという事になります。以上です。 

他に何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

 質疑なしと認めます。報告第 1 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第4：議案第1号「農用地利用集積計画の決定について」＞ 

議案第1号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたします。事務局から、議

案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。番号1から番号3につきましては、私が議事参与の制限の対

象となりますので、退席いたします。その間は会長職務代理者である茶木委員に議長を務め

ていただきます。暫時休憩いたします。 

（三戸会長退席、茶木職務代理議長席へ移動） 

それでは休憩を解き再開いたします。これより番号 1 から番号 3 について質疑を行いま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号1から番号3については、提案のとおり決定することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号1から番号3については、提案のとおり決定いたしました。 

ここで三戸会長の除斥を解きます。暫時休憩いたします。 

（茶木職務代理退席、三戸会長議長席へ移動） 

それでは休憩を解き再開いたします。番号4につきましては、塚本委員が議事参与の制限

の対象となりますので、退席願います。暫時休憩いたします。 

（塚本委員退席確認） 
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議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

それでは休憩を解き再開いたします。質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号4は、提案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号4は、提案のとおり決定いたしました。ここで塚本委員の除

斥を解きます。暫時休憩いたします。 

（塚本委員着席） 

それでは休憩を解き再開いたします。番号5から番号15について質疑を行います。質疑

ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号5から番号15については、提案のとおり決定することにご異

議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号5から番号15については、提案のとおり決定いたしました。 

以上で議案第1号は、すべて提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第5：議案第2号「農業委員会関係規程の一部改正について」＞ 

議案第2号「農業委員会関係規程の一部改正について」を議題といたします。事務局から、

議案の朗読及び提案説明をお願いいたします。 

（議案朗読） 

 議案の朗読が終わりました。事務局から補足説明を求められておりますので、これを許し

ます。 

 議案書の8ページ、9ページが今回改正しようとする規則の新旧対照表となります。まず

は北広島市農業委員会総会規則の改正内容をご説明いたします。 

第3条、総会の通知及び公示についてです。改正前は総会の日の前5日までに通知及び公

示をしなければならないこととなっておりますが、それを3日前に改正したいという内容で

ございます。 

続きまして第5条でございますが、改正前は議席の決定は一般選挙後最初に開かれる総会

となっておりますが、平成29年7月の法改正後の農業委員会からは選挙ではなくなってお

ります。その際に改正すべきでありましたが、改正がなされていなかったことから、今回改

正しようとするものでございます。また、第2項では補欠委員の議席について記載がありま

すが、補欠委員については現在では一切設けておりませんので、削除いたします。 

第 13 条でございますが、専門委員会及び特別委員会への付託でございます。過去は農業

基盤委員会及び農業政策委員会の2つを設けておりましたが、農業委員のみでの設置で規定

されており、先ほどお話ししました平成29年7月より当委員会は農業委員及び推進委員で

運営しております。また、現在は案件があった際には地区担当委員へ事前相談や現地調査、

地区利用計画会議などを実施しており、総会に上程する前に確認等を行っております。した

がって、専門委員会及び特別委員会を設置しなくとも農業委員会業務に支障はないと考えて

おり、今回の改正に伴い削除しようとするものであります。第13条の削除に伴い、14条か

ら 16 条の条がずれるための改正を行うというものになります。以上が農業委員会総会規則

の一部改正の内容でございます。 

次に北広島市農業委員会総会傍聴規則でございますが、先にご説明いたしまた農業委員会

総会規則の条がずれることにより15条が14条に改正されるという内容でございます。以上

が農業委員会総会傍聴規則の一部改正の内容でございます。以上でございます。 

 補足説明が終わりました。これより質疑を行います。 

（「質疑なし。」の声） 

 質疑なしと認めます。議案第2号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第2号は、原案のとおり決定いたしました。 
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＜日程第6：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

それでは、諸報告を行います。1点目、次回の第22回農業委員会総会につきましては、令

和4年4月26日火曜日、午後1時30分から北広島市役所5階議場で予定をしております。

2点目、会長と事務局の動静報告についてでございます。2月・3月につきましては記載のと

おりでございます。4月につきましては25日月曜日、北海道農業会議第1回常設審議委員

会が札幌市第二水産ビルにて行われます。会長にご出席いただく予定でございます。26日火

曜日、第22回農業委員会総会を午後1時30分より開催したいと思っております。総会終了

後、農業委員会委員協議会総会を開催したいと考えておりますので、皆様のご出席をお願い

したいと思います。3点目でございます。雪解けも始まりまして、現地調査の季節になりま

した。4月から現地調査を復活させたいと考えております。次回現地調査委員会の日程につ

いてでございます。現地調査委員として、4番 佐々木委員 5番 安宅委員 6番 塚本委

員 調査補充委員 7番 三戸委員 でお願いしたいと考えております。調査の日程でござ

いますが、案としましては4月14日木曜日9時00分からとしております。安宅委員につき

ましては、事前に了解を得ておりますが佐々木委員と塚本委員いかがでしょうか。それでは

現時点で4月14日木曜に決定させていただきます。続きまして、北広島市農業委員会農地

等の利用の最適化の推進に関する指針（案）について及び令和4年度最適化活動の目標の設

定等（案）につきまして、事務局から説明申し上げます。 

本日お配りしました資料をご覧ください。先月もお話しさせていただきましたが、最適化

推進活動に係る指針と目標についてでございます。 

令和4年2月25日付けで国から「農地の最適化活動の推進に係る目標」に係る様式等が

通知されました。事前に通知のあった様式と比べ緩和されておりまして、地域ごとの目標の

設定が削除されております。本来であれば今総会において、「農地等の利用の最適化の推進

に関する指針」の策定をし、「農地の最適化活動の推進に係る目標」を設定する予定でした

が、市の方で集積率が集計できていないこと、また、通知の中で令和4年度については準備

が整い次第速やかに対応すること、とのことでしたので、今月は案として皆様にお目通しを

いただき、来月総会までに意見等があれば頂戴いたします。皆様からの意見等を踏まえ、指

針、目標を修正等行い、来月総会に議案として付議したいと考えております。 

内容についてでございます。まずは指針についてですが、基本的な考え方として、農地利

用最適化推進委員が中心となり、農業委員と連携しながら取り組んでいくとしております。

具体的な活動等としては、遊休農地の解消、担い手等への集積、新規参入への促進となって

おり、これらの活動は目標の設定にも繋がっていきます。指針の改正については法令等で記

載がないことから、改選に伴い見直しを図る市町村が主であります。当市では改選が来年夏

に予定されておりますことから、令和6年3月の目標とし、次回の見直しから3年毎の見直

しにしたいと考えております。 

目標については、指針に基づいた内容をより具体的に数値等で示しているものでありま

す。令和3年度まで実施している農業委員会の目標と大きく内容が異なるものではございま

せんが、最適化活動の目標日数や活動強化月間などが新設されております。また、推進委員

が中心となることから、推進委員の活動記録を付けていただく必要がございます。本日空様

式と記載例をお配りしておりますが、毎月の総会時に提出をお願いしたいと思っております

ので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。 

指針及び目標についてのスケジュールですが、指針については来月総会に上程し、承認を

いただければインターネット公表等を行います。目標については、同じく来月総会に上程し、

承認された後に北海道農業会議へ確認をしてからインターネット公表等を行うこととなっ

ております。指針及び目標が定まっていない状況にありますが、活動記録は4月から必要と

なりますので、活動を行った日の記録をお願いいたします。以上でございます。 

何かご不明な点がございましたら、遠慮なく事務局へお尋ね頂きたいとおもいます。続き

まして、先ほど会長からお話しのありました水田活用の直接支払交付金が令和4年度より大
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幅に変更となります。それによりまして、機密事項等の説明について私達の掴んでいる情報

につきまして、委員の皆様にご説明したいと思います。事務局よろしくお願いいたします。 

私から水田活用の直接支払交付金についてご説明をいたします。お手元に両面刷りのカラ

ーの資料があると思いますのでご覧ください。まず初めに、水田活用の直接支払交付金見直

し事項という資料をご覧ください。この交付金の事業につきましては、皆様もご存じだと思

いますけども、そもそも主食米の需要が減少しましてそれに歯止めがかからない中、水田機

能を有する農地におきまして主食用米から他の作物への作付を転換する制度となっており

ます。今回ここに書いてありますけども、4点ほどの見直し事項となっております。まず初

めに、飼料用米等の複数年契約の加算、2点目に交付対象水田の扱い、3点目が牧草の扱い、

4点目が高収益作物の畑地化支援の扱いです。特に、交付対象水田についての扱いと牧草の

扱いが農業者の皆様にとって多大な影響ということで、全国的に議論となっているこの2点

だけ、説明させていただきたいと思います。 

交付対象水田の扱いですが、条件といたしまして、水田ですのでいつでも水を張れる条件

というのが、交付を受ける条件となっております。具体的には畦畔や水路などの施設がある

ことが条件となっておりましたが、今回の見直し案ではさらにルールが厳格化されておりま

して、今後5年間に水張を行う、いわゆる作付を行うということですが、5年間に作付をし

ない農地につきましては交付対象から外すという方針となっております。次に牧草の扱いに

ついてです。これまでは一律10aあたり3万5千円の交付金が出ておりましたが、こういっ

た牧草につきましては一度種を蒔くと5年・10年と収穫が可能であるということで、種を蒔

いた年度につきましては今まで通り10aあたり3万5千円。それ以外の収穫のみ扱う年度に

つきましては、10aあたり1万円に引き下げとなっております。次に裏面をご覧ください。

今後懸念される事項ということで、要点が書いてあります。この国の指導に基づいて、皆さ

んが水張を行ったらどうなるかというと、元々の制度というのは主食米の需要減少に伴って

減反するという目的でしたので、今回の見直しによって水張を行って作付を行うと、バラン

スが崩れてくるという矛盾が生じるというのがまず1点と、復元田では品質の低下を招くと

されている問題点、通常の水田よりも復元田の水の量は2倍かかるとされておりますので、

こういった用水の問題も課題になってくると思います。もし、水張を行わなかったらどうな

るかと言いますと、当然ながら交付金が入りませんので皆様の経営が悪化します。場合によ

っては後継者の離農が発生するということが懸念されているところです。そもそも、転作田

の評価が下がって経営状況が悪化するということもありますが、農協さんも転作田を担保に

融資をしておりますのでそこにも影響があるといわれております。北広島市の固定資産税の

収入などにも影響があるかと思います。色々なところに課題があるとされております。次に

牧草の関係では、単価が下がるということで、牧草から他の作物に転換されることが想定さ

れておりまして、結果的に自給飼料の作付面積が減少するという問題点が掲げられておりま

す。以上のとおり、色々懸念される事項もありまして、生産者にとっては多大な影響がある

ということで、全国的には見直しの再検討を望む声がありまして、本市でも先日の議会で意

見書が採択されております。また、北海道では道内の農業関係機関や団体で構成される関係

機関連絡会議がすでに2回開催されておりまして、情報共有や今後の対応について検討され

ているところであります。今現在の状況ですが、こういった声が挙がっている中で国が何か

対応を示したということはございませんが、場合によっては白紙撤回になるかもしれません

し、あるいはソフトランディングのような形で進めるというのも考えられております。我々

にはQ&Aが示されておりまして、その中で触れられているのはローテーションの問題で、水

稲と畑作のローテーションが基本的には5年ということで今回の制度はされておりますが、

基本的には 10 年程度のローテーションが法律的であるとされておりますので、場合によっ

ては国で緩和される可能性もあるのかなとQ&Aを見る限りでは考えております。あと、北海

道では基本的に産地交付金の制度は皆さまご存じかと思いますが、2本立てになっておりま

して全国一律の戦略作物助成と、地域の裁量について交付される産地交付金となっておりま

すけども、牧草に関しては地域の裁量による産地交付金で少し手厚く支援するという方向が

少し示されているところであります。いずれにしましても、決定されている内容ではござい
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事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

ません。今後必要に応じて情報が提示されると思いますので、その都度情報を提供して参り

たいと思います。以上です。 

ただ今ご説明のありました、水田活用の直接支払交付金見直しにより、今後懸念されてい

る事項につきましては、情報等国から入り次第皆さまにご報告したいと考えております。以

上です。 

委員の皆さまから何かございませんか。なければ以上をもちまして第 21 回北広島市農業

委員会総会を閉会といたします。ご苦労様でした。 
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（閉会宣言 15時 50 分） 
 
 
 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 

 
 
令和  年  月  日   

 
 
 
    

議 長 
  

署 名               

 
議事録署名委員 

 
   番 

 
署 名 

 
議事録署名委員  

 
   番 

 
署 名 

 
 


